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「緊急事態宣言」及び「まん延防止等特別措置」対象地域の発令を受けた場合の 

福岡県内各大会等の実施について 

 

時下、関係の皆様が非常に大変な状況の中、日頃より本協会の諸行事にご協力をいただき心より感謝申し上

げます。さて、8 月 2 日に「まん延防止等特別措置」解除がなされましたが 7 月末から大幅な感染者の増加が

発生いたし、改めて８月２日より国から福岡県が「まん延防止等特別措置」の対象区域とされ、引き続き 8 月

20 日からは「緊急事態宣言」の発令が出されました。 

県内で今後開催予定の大会等につきましては、福岡陸協として、次の対応といたします。 

ただし、開催地区の自治体や教育委員会等の方針及び主催団体の開催意向、感染対策を踏まえた対応状況を

検討し、下記事項に留意し、開催及び参加の可否を関係各位で判断いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

1  競技会については、上位大会につながる選考を含む大会は、最小限、実施をするが、記録会・練習会等の

人の集まる大会、行事については、極力、控えるようにする。実施する場合「有観客（制限付）」、「無観

客」か、競技場の状況により判断をする。今回の発令に伴い、8 月 20 日から 9 月 12 日までの競技会につ

いては、無観客にて実施をする。（送迎や入場制限等） 

2 大会等開催にあたり、国及び福岡県、各地域行政の方針に従う。開催可能な状況であるかどうかを検討し、

主催者及び開催地区陸協組織として、大会の開催可否を判断する。 

また、日本陸上競技連盟「大会開催におけるガイダンス」及び福岡陸上競技協会「新型コロナウイルス感

染拡大予防ガイドライン」を遵守する。 

3  感染状況やリスクが変化してきているため、選手の密や、会場の混雑が回避できるように対応する。また、

監督は、本協会 HP 等を通じ、選手・保護者、関係者に連絡する。 

4  大会を実施する場合は、施設の利用基準を遵守する。無観客を含む各種制限を実施することがある。 

5  県外からの移動等に配慮し、大会運営を検討する。特別な場合を除き、原則、県外からの移動を伴う出場

は、開催しない。 

  県外競技者の参加は、大会参加資格を満たし、自身が所属する自治体及び団体が認める範囲で、参加を認

める。不明な場合は、主催団体と福岡陸協に事前相談をする。また、自治体等の実施している PCR 検査等

を受けることをお願いするとともに、健康状態を確認して、参加することを推奨する。  

6 大会等を開催する場合は、関係者全員に「大会前１週間の体調管理チェック表」を提出する。 

また、大会等終了後「大会後２週間の体調管理チェック表」を作成し、保管する。 

7  大会等を主管する陸協で「提出用チェックリスト」（添付ファイル）を作成し保管する。 

8 審判員の確保、参加選手の参加可能状況等、収支の見込みなども検討し、判断する。 

9 開催の判断は、可能な限り、大会申し込みや入金が始まる前までに、判断することが望ましい。申し込み

以降に中止を決定した際は、大会準備に発生した費用を除いて、可能な限り参加予定者に還元できるよう

努力する。 

10 判断の際は、各地区会場担当陸協等は、福岡陸協事務局と入念に相談し、その結果を報告するとともに、

福岡陸協ホームページに早めに掲載する。 

1 1 上記のことに関する内容や 感染予 防対策が実施できない場合、大会等は中止する。 


